
次期愛知県障害者計画の策定について 

 

  障害者基本法によ り 策定が義務付けら れている県障害者計画については、

こ れま で「21 世紀あいち福祉ビジョ ン 」を同計画と し て位置づけてきたが、

現ビジョ ン は今年度が計画の最終年度であるため、次期の県障害者計画の策

定については、次のと おり 対応する。 

 

対応 

  現在、国において障害者制度改革及び関連法の整備が進めら れているこ と

から 、「新し い健康福祉ビジョ ン 」を当面、次期障害者計画と し て位置づけ、

可能な範囲で国の制度改革の方向性を反映さ せるこ と と し 、関連法が整備さ

れる平成 25 年度頃に見直し （個別計画の策定）を行う 。 

理由 

① 個別の障害者計画を策定し ても 、現行法・現行制度に基づく 内容と なら ざ

るを得ず、計画の公表時期（平成 23 年 3 月）が障害者基本法の抜本改正法

案の国会提出後と なるこ と を考えると 、「時代遅れ感」が否めない。 

② 新し いビジョ ン は、施策の方向性を示すも のと なるため、「国の障害者制

度改革の基本的方向」の内容について、ある程度は次期県障害者計画に反映

さ せるこ と が可能と なり 、広く 県民（障害者を含む）の理解も 得ら れやすい

と 考えら れる。 

 

当協議会における検討スケジュール案 

・第 1 回：7 月：障害者計画策定方法等大枠の検討 

・第 2 回：9 月：障害者計画素案の検討 

・第 3 回：11 月：障害者計画案の検討 

 

計画のイメージ 

 別紙のと おり  



 

 

 

【参考】 

１ 障害者計画とは 

  「障害者基本法」によ り 、国は障害者の福祉に関する施策及び障害の予防

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に

関する基本的な計画（「障害者基本計画」）を策定し なければなら ないと さ

れている。 

  ま た、同法によ り 、都道府県は国の障害者基本計画を基本と すると と も に、

都道府県における障害者の状況等を踏ま えて、障害者のための施策に関する

基本的な計画（「都道府県障害者計画」）を策定し なければなら ないと さ れ

ている。 

 

２ 国及び県の計画 

（１ ）国：「障害者基本計画」（第２ 期計画：平成 15～24 年度）及び「重点

施策実施５ か年計画」（平成 20～24 年度）を策定。 

（２ ）県：県障害者計画（「21 世紀あいち 福祉ビジョ ン 」（平成 13～22 年度）

を障害者計画と 位置づけ）を策定。 

  他に、障害者自立支援法に基づく 県障害福祉計画（第２ 期：平成 21～23

年度）を策定。 

  新し い健康福祉ビジョ ン の策定：今年度、平成 37 年を展望し た平成 27 年

ま での新ビジョ ン を健康福祉部と し て策定。（新ビジョ ン は個別計画の上位

計画と し て施策の方向性を示すも の） 
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